
【【【【20202020１１１１１１１１年度年度年度年度    雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険法】法】法】法】    

 

 

 

 

 

第１回講義   総則・適用事業                       Ｐ336～Ｐ344 

第２回講義   被保険者の区分被保険者の区分被保険者の区分被保険者の区分・適用除外適用除外適用除外適用除外                  Ｐ344～Ｐ347 

第３回講義   被保険者か否かの判断被保険者か否かの判断被保険者か否かの判断被保険者か否かの判断・届出届出届出届出                 Ｐ347～Ｐ349 

第４回講義      基本手当の受給資格基本手当の受給資格基本手当の受給資格基本手当の受給資格・被保険者期間              Ｐ351～Ｐ344 

第５回講義   特定受給資格者特定受給資格者特定受給資格者特定受給資格者・特定理由離職者特定理由離職者特定理由離職者特定理由離職者・失業の認定失業の認定失業の認定失業の認定         Ｐ353～Ｐ358 

第６回講義   待期期間待期期間待期期間待期期間・賃金日額賃金日額賃金日額賃金日額                     Ｐ358～Ｐ360 

第７回講義   基本手当の日額基本手当の日額基本手当の日額基本手当の日額・基本手当の減額基本手当の減額基本手当の減額基本手当の減額・所定給付日数所定給付日数所定給付日数所定給付日数        Ｐ360～Ｐ361 

第８回講義   算定基礎期間算定基礎期間算定基礎期間算定基礎期間・受給期間受給期間受給期間受給期間・受給期間の延長受給期間の延長受給期間の延長受給期間の延長           Ｐ362～Ｐ363 

第９回講義   訓練延長給付訓練延長給付訓練延長給付訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付・個別延長給付   Ｐ363～Ｐ365 

第 10 回講義   基本手当の給付制限基本手当の給付制限基本手当の給付制限基本手当の給付制限・技能習得手当・寄宿手当         Ｐ366～Ｐ371 

第 11 回講義   傷傷傷傷病手当病手当病手当病手当・高年齢求職者給付金高年齢求職者給付金高年齢求職者給付金高年齢求職者給付金                Ｐ371～Ｐ375 

第 12 回講義   特例一時金特例一時金特例一時金特例一時金                                                                                                                                                    Ｐ375～Ｐ376 

第 13 回講義   日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金（普通給付） Ｐ345・Ｐ377～Ｐ378 

第 14 回講義   日雇労働求職者給付金（特例給付）・再就職手当再就職手当再就職手当再就職手当        Ｐ378～Ｐ385 

第 15 回講義   就業手当就業手当就業手当就業手当・常用就職支度手当常用就職支度手当常用就職支度手当常用就職支度手当・就業促進手当の比較就業促進手当の比較就業促進手当の比較就業促進手当の比較       Ｐ382～Ｐ386 

第 16 回講義  移転費・広域求職活動費・教育訓練給付金教育訓練給付金教育訓練給付金教育訓練給付金           Ｐ387～Ｐ392 

第 17 回講義  高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金                  Ｐ394～Ｐ397 
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しております。しております。しております。しております。    
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雇用保険法 第２回 講義資料 

Ｐ346 ３．適用除外 

適用除外者 例外 

① 65 歳に達した日以後に雇用される者 高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者 

日雇労働被保険者となる者 

② １週間の所定労働時間が１週間の所定労働時間が１週間の所定労働時間が１週間の所定労働時間が 20202020 時間未満である者時間未満である者時間未満である者時間未満である者 日雇労働被保険者に該当する者 

③ 同一の事業主の適用事業に継続して同一の事業主の適用事業に継続して同一の事業主の適用事業に継続して同一の事業主の適用事業に継続して 31313131 日以上日以上日以上日以上

雇用されることが見込まれない者雇用されることが見込まれない者雇用されることが見込まれない者雇用されることが見込まれない者 

・前２月の各月において 18 日以上同一の事業主の適

用事業に雇用された者 

・日雇労働者であって日雇労働被保険者となる要件の

いずれかに該当する者 

④ 季節的に雇用される者であ季節的に雇用される者であ季節的に雇用される者であ季節的に雇用される者であって、４ヶ月以内って、４ヶ月以内って、４ヶ月以内って、４ヶ月以内                

の期間を定めて雇用される者又は１週間のの期間を定めて雇用される者又は１週間のの期間を定めて雇用される者又は１週間のの期間を定めて雇用される者又は１週間の    所所所所

定労働時間が定労働時間が定労働時間が定労働時間が 20202020 時間以上であって、厚生労働大時間以上であって、厚生労働大時間以上であって、厚生労働大時間以上であって、厚生労働大

臣が定める時間数（臣が定める時間数（臣が定める時間数（臣が定める時間数（30303030 時間）未満である者時間）未満である者時間）未満である者時間）未満である者 

 

⑤ 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種

学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で

定める者定める者定める者定める者 

・・・・    卒業を予定している者であ卒業を予定している者であ卒業を予定している者であ卒業を予定している者であっっっって、適用事業に雇用さて、適用事業に雇用さて、適用事業に雇用さて、適用事業に雇用さ

れ、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されるこれ、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されるこれ、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されるこれ、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されるこ

ととなととなととなととなっっっっているものているものているものているもの        

・・・・    休学中の者休学中の者休学中の者休学中の者        

・・・・        定時制の課程に在学する者定時制の課程に在学する者定時制の課程に在学する者定時制の課程に在学する者        

・・・・    前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの        

⑥ 船員法に規定する船員であって船員法に規定する船員であって船員法に規定する船員であって船員法に規定する船員であって、漁船（政令で定、漁船（政令で定、漁船（政令で定、漁船（政令で定

めるものに限る。）に乗り組むため雇用される者めるものに限る。）に乗り組むため雇用される者めるものに限る。）に乗り組むため雇用される者めるものに限る。）に乗り組むため雇用される者    

【政令で定める漁船】 

１．漁業法第 52 条第１項の指定漁業を定める政令

第１項第２号に掲げる以西底引き網漁業、同項

第３号に掲げる遠洋底引き網漁業又は同項第

６号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船 

２．専ら、漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬

する業務に従事する漁船 

３．漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締

業務に従事する漁船 

・１年を通じて船員として適用事業に雇用される場合１年を通じて船員として適用事業に雇用される場合１年を通じて船員として適用事業に雇用される場合１年を通じて船員として適用事業に雇用される場合 

⑦ 国、都道府県、市町村その他これらに準ずる 

ものの事業に雇用される者のうち、離職した場

合に他の法令、条例、規則等に基づいて支給を

受けるべき諸給与の内容が求職者給付及び 

就職促進給付の内容を超えると認められるも

のであって厚生労働省令で定めるもの 

・非常勤の国家公務員であって、国家公務員退職手当

法上職員とみなされない者又は地方公共団体の条

例若しくは規則の適用を受けない者 
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雇用保険法 第３回 講義資料 

Ｐ349 １．届出 

（原則では１０日以内に届出） 

（１）事業主が行う届出（※ 10 日以内となっていないもの） 

・ 資格取得届 ･･･ 事業主はその雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業にかかる被保険者と

なった。 

→ 当該事実のあった日の属する月の翌月翌月翌月翌月 10101010 日まで日まで日まで日までに。 

 （その事業所の所在地事業所の所在地事業所の所在地事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に） 

・ 被保険者の氏名変更の届出 ･･･ 雇用する被保険者が氏名を変更した。 

                → 速やかに速やかに速やかに速やかに「氏名変更届」を届出。 

               （その事業所事業所事業所事業所の所在地の所在地の所在地の所在地を管轄する公共職業安定所の長に） 

・ 代理人の選任（解任）の届出 → 代理人を選任（解任）したときに届出。 

                  当該代理人が使用すべき認印の印影も届出。 

                （当該代理人の選任又は解任に係る代理人の選任又は解任に係る代理人の選任又は解任に係る代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共

職業安定所の長に） 

※ 提出した代理人に関する届出に記載された内容に変更が生じた変更が生じた変更が生じた変更が生じたとき又は代理人が使用すべき認印を

変更しよう変更しよう変更しよう変更しようとするとき 

 → 速やかに速やかに速やかに速やかにその旨を届け出なければならない。 

  （当該代理人の選任又は解任に係る代理人の選任又は解任に係る代理人の選任又は解任に係る代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に） 

《その他の注意点》 

被保険者の転勤届 ･･･ その事実のあった日の翌日から起算して 10日以内 

           （届出先は転勤後転勤後転勤後転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長） 

（２）被保険者が行う届出等 

・ 被保険者の氏名変更の申出 

 → 被保険者は、その氏名を変更したときは速やかに速やかに速やかに速やかに、事業主にその旨を申し出なければならない。 

・ 被保険者が被保険者証を滅失し、又は紛失した場合 

 → 被保険者は「雇用保険被保険者証再交付申請書」をその者の選択するその者の選択するその者の選択するその者の選択する公共職業安定所長に提出し、

雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならない。 

雇用保険法 第４回 講義資料 

Ｐ351 １．受給資格 

（原則）受給資格者 … 正当な理由のない自己都合で離職をした場合など 

               ２年          離職 

 

                      

通算して通算して通算して通算して 12121212 ヶ月以上ヶ月以上ヶ月以上ヶ月以上    
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※ 特定受給資格者 … 倒産・解雇等（自己の責めに帰すべき事由による解雇を除く。） 

※ 特定理由離職者 … 正当な理由による自己都合で離職した者や有期労働契約が更新されなかった   

ことによる離職した者については、解雇・倒産等の場合と同様に、６箇月の被６箇月の被６箇月の被６箇月の被

保険者期間保険者期間保険者期間保険者期間で受給資格を得られるようにする。 

 

                     １年１年１年１年    離職（倒産解雇倒産解雇倒産解雇倒産解雇） 

 

                      

通算して６ヶ月以上通算して６ヶ月以上通算して６ヶ月以上通算して６ヶ月以上    

（受給要件の緩和） 

※ 疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により、（離職の日以前２年以内に）引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以日以日以日以

上上上上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合。 

 

（離職理由：倒産・解雇ではない場合） 

   （最高２年まで加算最高２年まで加算最高２年まで加算最高２年まで加算） 

    60 日を足す。    ２年     離職 

  

                    疾病・負傷等 

                      ６０日６０日６０日６０日    

（引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以上日以上日以上日以上） 

※ ２年以内に引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以上日以上日以上日以上疾病・負傷等があり、賃金の支払いを受けることができなかった期間

がある場合、被保険者期間が 12 ヶ月以上とならないことがある。その緩和措置として、２年間にそ

の日数を加えた（最高２年まで最高２年まで最高２年まで最高２年まで）期間内に 12 ヶ月以上の被保険者期間があれば足りるとしている。 

 

《具体例》 

１．疾病又は負傷（業務上、業務外を問わない。） 

２．事業所の休業（事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による休業） 

３．出産（妊娠４箇月以上の本人の出産） 

４．事業主の命による外国における勤務 

５．国と民間企業との間の人事交流に関する法律第２条第４項第２号に該当する交流採用 

６．１から５までに準ずる理由であって、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長がやむを

得ないと認めるもの（親族の介護、３歳未満の子の育児等） 
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Ｐ352 ３．被保険者期間 

 

（例）４月１日に入社し、７月 25日に退職 

 

 4/1    4/26        5/26         6/26         7/25 

 

 

 

 

 １月未満の期間１月未満の期間１月未満の期間１月未満の期間                                                                                                                                    通常の期間 

この間の日数が 15日以上               賃金支払基礎日数が 11111111 日以上日以上日以上日以上 

    かつ                        （１ヵ月とする。）（１ヵ月とする。）（１ヵ月とする。）（１ヵ月とする。） 

賃金支払基礎日数が１１日以上１１日以上１１日以上１１日以上 

（２分の１ヵ月とする。）（２分の１ヵ月とする。）（２分の１ヵ月とする。）（２分の１ヵ月とする。）    

    

雇用保険法 第５回 講義資料 

P356 １．受給手続きの流れ（資格喪失届） 

  

                                離職証明書の添付が 

                                必要。 

（例） 

退職日の翌日に資格喪失 

 喪失原因は離職喪失原因は離職喪失原因は離職喪失原因は離職    

                                離職証明書の添付を離職証明書の添付を離職証明書の添付を離職証明書の添付を    

                                しないことができる。しないことができる。しないことができる。しないことができる。    

    

    

                                                                                                                                                                                        離職票の交付を希望する離職票の交付を希望する離職票の交付を希望する離職票の交付を希望する    

                                                                                                                                                                                        しない問わず離職証明書しない問わず離職証明書しない問わず離職証明書しない問わず離職証明書    

                                                                                                                                                                                        の添付が必要。の添付が必要。の添付が必要。の添付が必要。    

    

    

    

    

    

    

    

退職等により 

被保険者資格喪失 
離職票の交付を 

希望する。 

離職票の交付を 

希望しない。 

離職の日において離職の日において離職の日において離職の日において    

59595959 歳以上歳以上歳以上歳以上    
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Ｐ357  ２．失業の認定 

 

 離職から受給資格者証の交付まで 

            ① 資格喪失届・離職証明書 

                                                     

              ② 離職票離職票離職票離職票の交付 

（被保険者が離職する際） 

 

 ③ 離職票の交付（事業主を経由して） 

 

             ④ 離職票の提出・求職の申込み 

          

              ⑤ 受給資格者証受給資格者証受給資格者証受給資格者証の交付 

                失業認定日の決定 

 基本手当の受給 

           ① 定められた失業認定日に出頭 

           失業認定申告書に受給資格者証受給資格者証受給資格者証受給資格者証を添付 

             

           ② 失業の認定・基本手当の支給 

    

所轄所轄所轄所轄公共職業安定所 … 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所    

管轄管轄管轄管轄公共職業安定所 … 受給資格者（被保険者であった者）の住所又は居所を管轄する 

公共職業安定所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主 所轄所轄所轄所轄公共職業安定所 

基本手当の支給を

受けようとする者 

管轄管轄管轄管轄公共職業安定所 

受給資格者 管轄管轄管轄管轄公共職業安定所 
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雇用保険法 第６回 講義資料 

P358 １．賃金日額 

【原則】算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の６ヶ月間被保険者期間として計算された最後の６ヶ月間被保険者期間として計算された最後の６ヶ月間被保険者期間として計算された最後の６ヶ月間に支払われた賃金の総額を

180180180180 で除してで除してで除してで除して得た額。 

 ※ 被保険者期間として計算された被保険者期間として計算された被保険者期間として計算された被保険者期間として計算された最後の６箇月間 … 賃金支払基礎日数が 11 日以上の月 

 

          １ヶ月 １ヶ月  1 ヶ月 1 ヶ月  1 ヶ月 1 ヶ月  1 ヶ月 

 

賃金支払基礎日数 11 日以上 11 日以上 11 日以 11 日以上 11 日以上    11 日以上離職日 

月給制      20 万円  20 万円 20 万円 20 万円 20 万円     20 万円 

 

 ※ 賃金日額を計算する際の賃金総額には、臨時に支払われる賃金及び３ヶ月を超える期間ごとに支払臨時に支払われる賃金及び３ヶ月を超える期間ごとに支払臨時に支払われる賃金及び３ヶ月を超える期間ごとに支払臨時に支払われる賃金及び３ヶ月を超える期間ごとに支払

われる賃金は含まれわれる賃金は含まれわれる賃金は含まれわれる賃金は含まれていない。ていない。ていない。ていない。    

                                                                                                                                                                                                    （今回の例の場合） 

                                                            賃金総額（６ヶ月間）（６ヶ月間）（６ヶ月間）（６ヶ月間）                                                                                                120 万円 

  賃金日額 ＝                   

１８０１８０１８０１８０                     180180180180    

（注意）労働基準法の平均賃金と労災保険法の給付基礎日額は算定事由発生日以前３ヵ月間３ヵ月間３ヵ月間３ヵ月間    

    

【例外】賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定

められている場合 

 

          １ヶ月 １ヶ月  1 ヶ月 1 ヶ月  1 ヶ月 1 ヶ月  1 ヶ月 

 

賃金支払基礎日数 11 日以上 11 日以上 11 日以上 11 日以上 11 日以上    11 日以上離職日 

労働日数労働日数労働日数労働日数                                    20202020 日日日日                15151515 日日日日            15151515 日日日日            12121212 日日日日            11111111 日日日日                                        11111111 日日日日    

日日日日給給給給＝１万円＝１万円＝１万円＝１万円                        20202020 万円万円万円万円        15151515 万円万円万円万円    15151515 万円万円万円万円        12121212 万円万円万円万円        11111111 万円万円万円万円                                11111111 万円万円万円万円    

 

 84848484 万円万円万円万円    

１８０    （１日あたりの賃金の平均が低いかも） 

高い方高い方高い方高い方の額を適用。 

 84848484 万円万円万円万円         ７０７０７０７０                                                                                     

労働した日（労働した日（労働した日（労働した日（84848484 日）日）日）日）                                    １００１００１００１００    

 

（注意）労働基準法の平均賃金、労災保険法の給付基礎日額の場合は、100100100100 分の分の分の分の 60606060 
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雇用保険法 第８回 講義資料 

【期間の取り扱いの比較】 

P353（２） 被保険者期間の計算 … 受給資格をみる場合の期間 

※ 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が、受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給資格資格資格資格    

を取得したを取得したを取得したを取得した場合の当該受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給資格に係る離職の日以前における被

保険者であった期間は、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間に含めない。 

       Ａ（13 ヶ月）           Ｂ（５か月） 

                × 

   就職       離職        就職    離職 

              求職の申込み 

             （（（（受給受給受給受給資格取得）資格取得）資格取得）資格取得）    

※ 基本手当等を受給したか否かを問わず、基本手当等を受給したか否かを問わず、基本手当等を受給したか否かを問わず、基本手当等を受給したか否かを問わず、通算しない。 

 

Ｐ362（２）算定基礎期間の計算 … 所定給付日数をみる場合の期間 

※ 過去の算定基礎期間を通算できる場合の要件 

① 被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して１年以内１年以内１年以内１年以内に被保険者資格を再取得している。 

② 失業している期間中に、基本手当又は特例一時金を受給していない基本手当又は特例一時金を受給していない基本手当又は特例一時金を受給していない基本手当又は特例一時金を受給していないこと。 

 

【例①】 

       Ａ（８年６ヵ月）             Ｂ（２年６ヵ月） 

                

   取得           喪失  １年以内１年以内１年以内１年以内   取得       喪失 

                  （基本手当等受給せず）（基本手当等受給せず）（基本手当等受給せず）（基本手当等受給せず）    

 算定基礎期間  ８年６ヵ月 ＋ ２年６ヵ月 ＝ 11 年 （所定給付日数は原則 120 日） 

【例②】 

       Ａ（８年６ヵ月）                Ｂ（２年６ヵ月） 

                

   取得           喪失   １年超える１年超える１年超える１年超える    取得       喪失 

                   （基本手当等受給せず） 

 算定基礎期間  ２年６ヵ月 （所定給付日数は原則 90日） 

【例③】 

       Ａ（８年６ヵ月）             Ｂ（２年６ヵ月） 

                

   取得           喪失  １年以内  取得       喪失 

                  （基本手当等受給した）（基本手当等受給した）（基本手当等受給した）（基本手当等受給した）    

 算定基礎期間  ２年６ヵ月 （所定給付日数は原則 90日） 
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Ｐ363（２）受給期間の延長 

① 当該受給期間内に、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以上日以上日以上日以上職

業につくことができない場合。 

                        （最高３年まで最高３年まで最高３年まで最高３年まで加算できる） 

              １年         150日延長 

 

 離職の日の翌日翌日翌日翌日 

              育児のため 150日（引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以上日以上日以上日以上） 

              職業につくことができない日 

※ 受給期間延長の申出 

 → 原則として、当該申出に係る者が当該事由に該当するに至った日（引き続き 30 日以上職業につ

くことができなくなった日）の翌日から起算して 1111 ヶ月以内にヶ月以内にヶ月以内にヶ月以内にしなければならない。（管轄管轄管轄管轄公共職

業安定所長へ） 

 

② 受給資格者が、当該受給期間内に係る離職の理由を 60606060 歳以上の定年歳以上の定年歳以上の定年歳以上の定年に達したこと等によるものと

するときに、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する求職の申込みをしないことを希望する求職の申込みをしないことを希望する求職の申込みをしないことを希望する場合。 

                            

（最高１年まで最高１年まで最高１年まで最高１年まで加算できる） 

              １年         ６ヶ月間延長 

 

 離職の日の翌日翌日翌日翌日 

 （60606060 歳定年歳定年歳定年歳定年等等等等） （例）６ヶ月間就職を希望しない 

 

※ 受給期間延長の申出 

→ 原則として、当該申出に係る基準日（離職の日）の翌日から起算して２ヶ月以内２ヶ月以内２ヶ月以内２ヶ月以内にしなければな

らない。（管轄管轄管轄管轄公共職業安定所長へ） 
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雇用保険法 第 10 回 講義資料 

Ｐ366 ２．基本手当の給付制限 

★ 対象となる給付  基本手当、訓練延長給付（終了後手当以外終了後手当以外終了後手当以外終了後手当以外のもの） 

（１）公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく、拒んだ時 

  

 

（２）公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく、拒んだ時 

 

その拒んだ日から起算して１箇月間１箇月間１箇月間１箇月間は、基本手当は支給されない。 

 

（３）受給資格者が正当な理由なく職業指導職業指導職業指導職業指導を受けることを拒んだ時 

 

   その拒んだ日から起算して１箇月を超えない範囲内１箇月を超えない範囲内１箇月を超えない範囲内１箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間

は、基本手当は支給されない。 

 

Ｐ367（５）延長給付に特有の給付制限 

★ 対象となる給付  個別延長給付、訓練延長給付（終了後手当終了後手当終了後手当終了後手当）、広域延長給付、 

全国延長給付 

 

（１）公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく、拒んだ時 

 

（２）公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく、拒んだ時 

 

（３）公共職業安定所が行う職業指導を受けることを正当な理由なく、拒んだ時 

 

 その拒んだ日以後拒んだ日以後拒んだ日以後拒んだ日以後、基本手当を支給しない。 
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雇用保険法 第 11 回 講義資料 

Ｐ371 １．傷病手当の支給要件 

  失業の認定 失業の認定  認定    認定 （引き続き引き続き引き続き引き続き 15151515 日以上日以上日以上日以上） 

                                                                                                                                                疾病負傷の為職業につくことができない疾病負傷の為職業につくことができない疾病負傷の為職業につくことができない疾病負傷の為職業につくことができない    

    

    

 離職の日の翌日 求職の申込み求職の申込み求職の申込み求職の申込み    基本手当    基本手当  基本手当  基本手当    

                       傷病手当傷病手当傷病手当傷病手当  傷病手当傷病手当傷病手当傷病手当 

 

（重要）（重要）（重要）（重要） 傷病手当が支給される日数 

→ 疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を 

受けた受給資格者の所定給付日数所定給付日数所定給付日数所定給付日数から、当該受給資格に基づきすでに基本手当を支給したすでに基本手当を支給したすでに基本手当を支給したすでに基本手当を支給した    

日数を差し引いた日数日数を差し引いた日数日数を差し引いた日数日数を差し引いた日数とする。 

        １年（受給期間）          傷病手当は延長できない。傷病手当は延長できない。傷病手当は延長できない。傷病手当は延長できない。    

         基本手当      傷病手当傷病手当傷病手当傷病手当 

    

離職の日の翌日  

 

【疾病・負傷が発生した場合】 

※ 求職の申込みをする前求職の申込みをする前求職の申込みをする前求職の申込みをする前からの疾病・負傷の場合 

 → 引き続き 30日以上の場合 … 基本手当の受給期間の延長という手段しかない。 

 

※ 求職の申込み以降求職の申込み以降求職の申込み以降求職の申込み以降での疾病・負傷の場合 

（１）引き続き 15日未満        … 証明書で失業の認定を受け、基本手当を受給 

（２）引き続き 15日以上 30日未満   … 傷病手当 

（３）引き続き 30日以上        … 傷病手当又は基本手当の受給期間の延長（選択） 
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雇用保険法 第 12 回 講義資料 

 

★ 基本手当との比較（受給資格） 

① 基本手当の受給資格 

  ※ 受給資格者 

  受給要件の緩和あり（２年限度で加算できる。） 

                ２年２年２年２年         離職 

 

通算して通算して通算して通算して 12121212 ヶ月以上ヶ月以上ヶ月以上ヶ月以上    

 

※ 特定受給資格者特定受給資格者特定受給資格者特定受給資格者 … 倒産・解雇等の場合 

 

   受給要件の緩和あり（３年限度で加算できる。） 

                     １年１年１年１年    離職（倒産・解雇倒産・解雇倒産・解雇倒産・解雇） 

 

通算して６ヶ月以上通算して６ヶ月以上通算して６ヶ月以上通算して６ヶ月以上    

 

 

② 高年齢求職者給付金の高年齢受給資格 

 

   受給要件の緩和あり（３年限度で加算できる。） 

                   １年     離職 

 

                    通算して６ヵ月以上 

 

③ 特例一時金の特例受給資格（３年限度で加算できる。） 

 

   受給要件の緩和あり 

                   １年     離職 

 

                    通算して６ヶ月以上 
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★ 基本手当との比較（受給期間） 

① 基本手当の受給期間 

                    １年（原則）              受給期間の延長あり。受給期間の延長あり。受給期間の延長あり。受給期間の延長あり。 

                                                        ××××    

    離職の日の翌日 求職の申込み 

                       （例）引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以上日以上日以上日以上負傷、疾病等のため 

職業に就くことができない日 

 

② 高年齢求職者給付金の受給期間 

                     １年                    受給期間の延長なし。受給期間の延長なし。受給期間の延長なし。受給期間の延長なし。 

                                                        ××××                                        ××××    

    離職の日の翌日 求職の申込み 

                       

                      失業の認定（一時金なので１回限り）失業の認定（一時金なので１回限り）失業の認定（一時金なので１回限り）失業の認定（一時金なので１回限り）    

    

③ 特例一時金の受給期間 

         ６ヵ月６ヵ月６ヵ月６ヵ月           受給期間の延長なし。受給期間の延長なし。受給期間の延長なし。受給期間の延長なし。 

                                                    ××××                    ××××    

    離職の日の翌日 求職の申込み 

                       

             失業の認定（一時金なので１回限り）失業の認定（一時金なので１回限り）失業の認定（一時金なので１回限り）失業の認定（一時金なので１回限り）    

 

 

【比較】 

 基本手当 傷病手当 高年齢求職者給付金 特例一時金 

失業の認定 ４週間に１

回ずつ直前

の 28 日の各

日 

疾病又は負傷の為に

基本手当の支給を受

けることができない

ことについての認定

を受けた日 

失業の認定日は失業の認定日は失業の認定日は失業の認定日は    

１回限り（一時金）１回限り（一時金）１回限り（一時金）１回限り（一時金）    

失業の認定日は失業の認定日は失業の認定日は失業の認定日は    

１回限り（一時金）１回限り（一時金）１回限り（一時金）１回限り（一時金）    

受給期間の延長 あり。あり。あり。あり。    なし。 なし。 なし。 

自己の労働によ

って収入を得た

場合の減額 

あり。 あり。 なし。なし。なし。なし。    なし。なし。なし。なし。    

待期・給付制限 あり。 
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雇用保険法 第 14 回 講義資料 

Ｐ381 就職促進給付 

１．再就職手当 

                   １年 

               待期          ※※※※    安定した職業安定した職業安定した職業安定した職業に就いた 

 

            ×         ×      ×××× 

  離職の日の翌日                   再就職再就職再就職再就職 

 

          求職の申込み    失業の認定 

                    （基本手当）      再就職手当として支給。 

                                                                                                                    支給残日数支給残日数支給残日数支給残日数    

                                                                                                                    所定給付日数の３分の１以上かつ所定給付日数の３分の１以上かつ所定給付日数の３分の１以上かつ所定給付日数の３分の１以上かつ 45454545 日以上日以上日以上日以上    

    

雇用保険法 第 15 回 講義資料 

２．就業手当 

                   １年 

               待期        ※ 職業職業職業職業に就いた（アルバイト等）    

 

          ×      ×    ××××                        ×    ×××× 

  離職の日の翌日                 

 

         求職の申込み   失業    就労就労就労就労    失業   就労就労就労就労 

                （基本手当）（就業手当）（就業手当）（就業手当）（就業手当）（基本手当）（就業手当）（就業手当）（就業手当）（就業手当）    

    

    

    

※ 所定の失業認定日失業認定日失業認定日失業認定日に受給の手続をする。 

支給残日数支給残日数支給残日数支給残日数 

所定給付日数の３分の１以上かつ所定給付日数の３分の１以上かつ所定給付日数の３分の１以上かつ所定給付日数の３分の１以上かつ 45454545 日以上日以上日以上日以上 
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【就業促進手当のまとめ】【就業促進手当のまとめ】【就業促進手当のまとめ】【就業促進手当のまとめ】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

（就業手当、再就職手当、（就業手当、再就職手当、（就業手当、再就職手当、（就業手当、再就職手当、    常用就職支度手当の比較）常用就職支度手当の比較）常用就職支度手当の比較）常用就職支度手当の比較）    

※ 受給資格者等で就職困難者 

→ 受給資格者受給資格者受給資格者受給資格者、特例受給資格者特例受給資格者特例受給資格者特例受給資格者（特例一時金の支給を受けた者であって当該特例受給資格に係る離 

職の日の翌日から起算して６ヶ月を経過していないものを含む。）、日雇受給資格者日雇受給資格者日雇受給資格者日雇受給資格者（日雇労働求職 

者給付金の支給を受けることができる者をいう。） 

 身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者、知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る 45454545 歳以上歳以上歳以上歳以上の受給資格者等 

【その他重要事項】 

① 受給資格者等には高年齢受給資格者高年齢受給資格者高年齢受給資格者高年齢受給資格者は含まれていない。 

② 待期期間中は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当は、支給されない。 

③ 受給資格者（等）が、安定した職業安定した職業安定した職業安定した職業に就いた日前３年以内３年以内３年以内３年以内の就職について再就職手当又は再就職手当又は再就職手当又は再就職手当又は    

常用就職支度手当常用就職支度手当常用就職支度手当常用就職支度手当の支給を受けた場合は、再就職手当再就職手当再就職手当再就職手当、常用就職支度手当、常用就職支度手当、常用就職支度手当、常用就職支度手当は支給されない。 

    

 就業手当 再就職手当 常用就職支度手当 

対象者 受給資格者 受給資格者 受給資格者等で就職困受給資格者等で就職困受給資格者等で就職困受給資格者等で就職困

難者（※）難者（※）難者（※）難者（※）    

事業を開始した場合 支給される場合あり。 支給される場合あり。 支給されない。支給されない。支給されない。支給されない。    

給付制限期間中（自己都

合退職などで）の就職 

給付制限を受けた場合で

も受給できる。（但し、待待待待

期期間満了後１箇月の期期期間満了後１箇月の期期期間満了後１箇月の期期期間満了後１箇月の期

間内間内間内間内においては公共職公共職公共職公共職

業安定所又は職業紹介業安定所又は職業紹介業安定所又は職業紹介業安定所又は職業紹介

事業者の紹介事業者の紹介事業者の紹介事業者の紹介により職業

についた場合でないと受

給できない。） 

給付制限を受けた場合で

も受給できる。（但し、待待待待

期期間満了後１箇月の期期期間満了後１箇月の期期期間満了後１箇月の期期期間満了後１箇月の期

間内間内間内間内においては公共職公共職公共職公共職

業安定所又は職業紹介業安定所又は職業紹介業安定所又は職業紹介業安定所又は職業紹介

事業者の紹介事業者の紹介事業者の紹介事業者の紹介により職業

についた場合でないと受

給できない。） 

給付制限期間中は受給給付制限期間中は受給給付制限期間中は受給給付制限期間中は受給

できない。できない。できない。できない。（自己都合退

職による給付制限期間に

あっては、公共職業訓練

等を受ける期間及び当該

公共職業訓練等を受け

終わった日後の期間を除

く。） 

その他（安定した職業）  1111 年を超えて年を超えて年を超えて年を超えて    1111 年以上年以上年以上年以上    

支給残日数 

所定給付日数の所定給付日数の所定給付日数の所定給付日数の 3333 分の１以上か分の１以上か分の１以上か分の１以上か

つつつつ 45454545 日以上日以上日以上日以上    

就業手当 

（常用雇用以外常用雇用以外常用雇用以外常用雇用以外） 

対象者は受給資格者受給資格者受給資格者受給資格者    

再就職手当（常用雇用） 

対象者は受給資格者受給資格者受給資格者受給資格者 

支給残日数 

所定給付日数の３分の１未満又

は 45日未満 

常用就職支度手当 

（常用雇用） 

対象者は受給資格者等受給資格者等受給資格者等受給資格者等 
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★ 就業促進手当の金額 

① 就業手当の金額 

 

就業手当の金額 ＝ 基本手当の日額 × 10101010 分の３分の３分の３分の３    (30(30(30(30％％％％)))) （就業日ごとに支給する。）（就業日ごとに支給する。）（就業日ごとに支給する。）（就業日ごとに支給する。） 

 

② 再就職手当の受給要件の緩和及び給付率の引き上げ等（３年間の暫定措置） 

 

【改正前】 

支給要件 … 職業についた日の前日における支給残日数が所所所所定給付日数の３分の１以上かつ定給付日数の３分の１以上かつ定給付日数の３分の１以上かつ定給付日数の３分の１以上かつ 45454545 日以上日以上日以上日以上 

再就職手当の金額 ＝ 基本手当の日額 × 支給残日数支給残日数支給残日数支給残日数 × 10101010 分の３分の３分の３分の３    (30(30(30(30％％％％)))) 

 

【改正後】 給付率が次の２段階に引き上げられた。（平成（平成（平成（平成 21212121 年３月年３月年３月年３月 31313131 日～平成日～平成日～平成日～平成 24242424 年３月年３月年３月年３月 31313131 日まで）日まで）日まで）日まで）    

※ 暫定措置 

（１）支給要件 … 職業についた日の前日における支給残日数が 

所所所所定給付日数の３分の１以上定給付日数の３分の１以上定給付日数の３分の１以上定給付日数の３分の１以上３分の２未満３分の２未満３分の２未満３分の２未満    

                再就職手当の金額 ＝ 基本手当の日額 × 支給残日数支給残日数支給残日数支給残日数 × 10101010 分の４分の４分の４分の４     

 

（２）支給要件 … 職業についた日の前日における支給残日数が所所所所定給付日数の３分の２以上定給付日数の３分の２以上定給付日数の３分の２以上定給付日数の３分の２以上    

                再就職手当の金額 ＝ 基本手当の日額 × 支給残日数支給残日数支給残日数支給残日数 × 10101010 分の５分の５分の５分の５     

 

② 常用就職支度手当の受給要件の緩和及び給付率の引き上げ等（３年間の暫定措置） 

 

【改正前】 

支給要件 … 受給資格者等で就職困難者（※）が、安定的な職業に再就職した場合 

 

（※）受給資格者等で就職困難者とは？ 

→ 受給資格者、特例受給資格者（特例一時金の支給を受けた者であって当該特例受給資格に係る離 

職の日の翌日から起算して６ヶ月を経過していないものを含む。）、日雇受給資格者（日雇労働求職 

者給付金の支給を受けることができる者をいう。） 

 身体障害者、知的障害者、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る 45454545 歳以上歳以上歳以上歳以上の受給資格者等 

 

常用就職支度手当の額 ＝ 基本手当の日額 × 13.513.513.513.5    ～～～～    27272727    

支給残日数 常用就職支度手当の額 

９０日以上 基本手当の日額 × ９０ × 10101010 分の３分の３分の３分の３ （＝ ×２７） 

４５日以上９０日未満 基本手当の日額 × 支給残日数 × 10 分の３ 

４５日未満 基本手当の日額 × ４５ × 10101010 分の３分の３分の３分の３ （＝ ×13.5） 
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【改正後】平成平成平成平成 21212121 年３月年３月年３月年３月 31313131 日～平成日～平成日～平成日～平成 24242424 年３月年３月年３月年３月 31313131 日まで日まで日まで日まで    

支給要件 … 受給資格者等で就職困難者（※）が、安定的な職業に再就職した場合 

（※）受給資格者等で就職困難者とは？ 

→ 受給資格者、特例受給資格者（特例一時金の支給を受けた者であって当該特例受給資格に係る離 

職の日の翌日から起算して６ヶ月を経過していないものを含む。）、日雇受給資格者（日雇労働求職 

者給付金の支給を受けることができる者をいう。） 

 身体障害者、知的障害者、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る受給資格者等身体障害者、知的障害者、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る受給資格者等身体障害者、知的障害者、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る受給資格者等身体障害者、知的障害者、再就職援助計画又は求職活動支援書に係る受給資格者等（この改正によ 

り、44440000 歳未満の者も支給対象者に加えられた。歳未満の者も支給対象者に加えられた。歳未満の者も支給対象者に加えられた。歳未満の者も支給対象者に加えられた。） 

 

常用就職支度手当の額 ＝ 基本手当の日額 × 18181818    ～～～～    36363636（改正）（改正）（改正）（改正）    

支給残日数 常用就職支度手当の額 

９０日以上 基本手当の日額 × ９０ × 10101010 分の４（改正）分の４（改正）分の４（改正）分の４（改正） （＝ ×３６） 

４５日以上９０日未満 基本手当の日額 × 支給残日数 × 10101010 分の４分の４分の４分の４（改正）（改正）（改正）（改正） 

４５日未満 基本手当の日額 × ４５ × 10101010 分の４（改正）分の４（改正）分の４（改正）分の４（改正） （＝ ×１８） 

（補足）再就職手当の支給を受けた場合の特例 

※ 特定就業促進手当受給者 

 再就職手当再就職手当再就職手当再就職手当の支給を受けた者であって、再離職の日が基本手当の受給期間内にあり、かつ再離職が倒産、倒産、倒産、倒産、    

解雇等解雇等解雇等解雇等に伴うものである者 （特定理由離職者も含む。）（特定理由離職者も含む。）（特定理由離職者も含む。）（特定理由離職者も含む。）  

 

→ 一定期間、基本手当の受給期間を延長することができる。一定期間、基本手当の受給期間を延長することができる。一定期間、基本手当の受給期間を延長することができる。一定期間、基本手当の受給期間を延長することができる。 

受給期間（原則１年）        延長する。延長する。延長する。延長する。 

                 被保険者期間６月未満 

                （新たな受給資格なし新たな受給資格なし新たな受給資格なし新たな受給資格なし） 

 

   離職日の翌日     再就職         倒産・解雇等倒産・解雇等倒産・解雇等倒産・解雇等    

                                                                                                                                                    による再離職による再離職による再離職による再離職 

（延長することができる期間） ･･･ ①②③を加えた期間①②③を加えた期間①②③を加えた期間①②③を加えた期間    －－－－    受給期間受給期間受給期間受給期間 

① 再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職（一定の場合における離職を除

く。）の日までの期間。 

②②②②    １４日１４日１４日１４日    

③ 再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から法第 56 条の２第５項の規定により基本

手当を支給した者とみなされた日数を差し引いた日数。 

 

（例） 基本手当の受給資格に係る離職日の翌日から再離職の日までの期間     … 300 日 

   再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数        … 120 日 

   再就職手当を受給したことにより基本手当を受給したものとみなされた日数 

   → 120120120120 日日日日    ××××    10101010 分の４分の４分の４分の４    ＝＝＝＝    48484848 日日日日 

    当初の受給期間は 1 年 

※ 延長できる期間 ・・・ 300 日 ＋ 14141414 日日日日 ＋ （120 日－48 日） － 365 日 ＝ 21 日の延長が可能。 
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雇用保険法 第 16 回 講義資料 

★ 就職促進給付のまとめ 

                                                                    就業促進手当就業促進手当就業促進手当就業促進手当    

 就業手当 再就職手当 常用就職支度

手当 

移転費 広域求職活動費 

支給対象者 受給資格者の受給資格者の受給資格者の受給資格者の

みみみみ    

受給資格者の受給資格者の受給資格者の受給資格者の

みみみみ    

受給資格者等

で就職困難者 

受給資格者等 受給資格者等 

申請書の提出期

限 

原則として、失失失失

業の認定を受業の認定を受業の認定を受業の認定を受

ける日ける日ける日ける日 

安定した職業

についた日の

翌日から起算

して １箇月以１箇月以１箇月以１箇月以

内内内内 

安定した職業

についた日の

翌日から起算

して １箇月以１箇月以１箇月以１箇月以

内内内内 

移転の日の翌日

から起算して１箇１箇１箇１箇

月以内月以内月以内月以内 

広域求職活動の指

示を受けた日の翌

日から起算して 10101010

日以内日以内日以内日以内 

給付の内容    鉄道賃、船賃､航

空賃、車賃、移転移転移転移転

料、着後手当料、着後手当料、着後手当料、着後手当    

※ 返還しなけ

ればならない場

合あり（10 日以

内に届出） 

鉄道賃、船賃、航空

賃車賃、宿泊料宿泊料宿泊料宿泊料    

 

※ 返還しなけれ

ばならない場合あ

り（10 日以内に届

出） 

雇用保険法 第 17 回 講義資料 

Ｐ395 １．高年齢雇用継続基本給付金    

     みなし賃金日額 × 30 

    従来の賃金 

            100100100100 分の分の分の分の 75757575 未満未満未満未満に低下 

                                   

                                支給対象月に支払われた賃金 

 

   算定基礎期間５年以上５年以上５年以上５年以上                60 歳（離職とみなす離職とみなす離職とみなす離職とみなす）                 65656565 歳歳歳歳    

              （例）嘱託社員になった。 

  【高年齢雇用継続基本給付金が支給されない場合】 

１． 支給対象月の賃金の額が みなし賃金日額 × ３０ の 100100100100 分の分の分の分の 75757575 以上以上以上以上のとき 

２． 支給対象月の賃金の額が支給限度額以上支給限度額以上支給限度額以上支給限度額以上であるとき。 

３． 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が賃金日額の下限額の賃金日額の下限額の賃金日額の下限額の賃金日額の下限額の

100100100100 分の分の分の分の 80808080 に相当する額を超えないとき。 

４． 算定基礎期間が５年未満５年未満５年未満５年未満のとき。 

高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金    
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〈高年齢雇用継続基本給付金の額〉 ・・・ 支給対象月の賃金額（低下した賃金額） × 100100100100 分の分の分の分の 15151515    

                                                         （原則） 

① 賃金の額  みなし賃金日額 × ３０ の 100100100100 分の分の分の分の 61616161 未満未満未満未満のとき 

         → 支給対象月の賃金額 × 100100100100 分の分の分の分の 15151515    

② 賃金の額  みなし賃金日額 × ３０ の 100100100100 分の分の分の分の 61616161 以上以上以上以上 100100100100 分の分の分の分の 75757575 未満未満未満未満のとき 

         → 支給対象月の賃金額 × （（（（100100100100 分の分の分の分の 15151515    －－－－    一定の割合）一定の割合）一定の割合）一定の割合） 

③ 賃金の額  みなし賃金日額 × ３０ の 100100100100 分の分の分の分の 75757575 以上以上以上以上のとき 

         → 高年齢雇用継続基本給付金は支給されない支給されない支給されない支給されない。 

 

① 全額支給                 ② 一部減額            ③ 支給されない場合 

（100 分の 61 未満）        （100 分の 61 以上 100 分の 75 未満）     （100100100100 分の分の分の分の 75757575 以上以上以上以上） 

 

100 分の 75 

 

                15％（全額支給）          減額支給 

100 分の 61 

 

 

 

雇用保険法 第 18 回 講義資料 

Ｐ397 ２．高年齢再就職給付金    

     賃金日額 × 30 

      従来の賃金 

        100100100100 分の分の分の分の 75757575 未満未満未満未満に低下 

                            この部分を支給 

                                

 

        算定基礎期間５年以上５年以上５年以上５年以上     60 歳      失業     再就職          65 歳 

                          （定年退職） 基本手当受給基本手当受給基本手当受給基本手当受給    （64 歳） 

                               支給残日数支給残日数支給残日数支給残日数 100100100100 日以上日以上日以上日以上 

 

ポイント・補足 

①再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。    

 

②支給残日数が 100 日以上 200 日未満の場合は１年を経過する日の属する月（支給残日数が 200 日

以上の場合は２年を経過する日の属する月）まで支給されるが、その受給期間内に 65 歳に達した

ときは、65656565 歳に達する日の属する月で終了する。歳に達する日の属する月で終了する。歳に達する日の属する月で終了する。歳に達する日の属する月で終了する。 

 

支給対象月の賃金 

高年齢再就職給付金高年齢再就職給付金高年齢再就職給付金高年齢再就職給付金    

賃

金 

給

付 
 

 

賃金 

給付 

 

 

 

賃金 

だけ 
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  【高年齢再就職給付金が支給されない場合】 

 １．支給対象月の賃金の額が基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額 × 30 の 100100100100 分の分の分の分の 75757575    

以上以上以上以上のとき 

 ２．支給対象月の賃金の額が支給限度額以上支給限度額以上支給限度額以上支給限度額以上であるとき。 

 ３．支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が賃金日額の下限額の 100 分の 80

に相当する額を超えないとき。 

４．離職の日における算定基礎期間が５年未満５年未満５年未満５年未満のとき。 

 ５．基本手当の支給残日数が支給残日数が支給残日数が支給残日数が 100100100100 日未満日未満日未満日未満のとき。 

 

Ｐ399 １．育児休業給付金 

 

    休業するまでの賃金      育児休業開始育児休業開始育児休業開始育児休業開始 

   （休業開始時賃金日額） 

             100100100100 分の分の分の分の 80808080    

                 未満未満未満未満    

 

                        休業中（賃金がない又はわずかな賃金） 

 

                                                 １歳に達した日（原則） 

※ その子が 1 歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合

として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、１歳６か月に満たない子１歳６か月に満たない子１歳６か月に満たない子１歳６か月に満たない子も育児休業の対象と

なった。 

 

  ※ 厚生労働省令で定める場合 

１． 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該

１歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。 

２． 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が 1 歳に達する日後の

期間について常態として当該子の養育を行う予定であった者が次のいずれかに該当した場合。 

  （ア）死亡したとき。 

  （イ）負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難

な状態になったとき。 

  （ウ）婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。 

  （エ）６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産する予定であるか又は産後８週間を経過し

ないとき。 

 

 

 

 

 

育児休業育児休業育児休業育児休業給付金給付金給付金給付金    
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（受給要件の緩和もある） 

          ２年間    育児休業開始日 

  

（最長で２年最長で２年最長で２年最長で２年） 負傷疾病等のため 40 日間 

賃金の支払を受けることが 

できなかった（引き続き引き続き引き続き引き続き 30303030 日以上日以上日以上日以上） 

【育児休業給付の支給対象となる休業】 

① 支給単位期間において就業している日数が 10101010 日以下日以下日以下日以下であること。（原則） 

  但し、育児休業を終了した日の属する支給単位期間は、１日でも休業していれば、支給される。 

② 被保険者が事業主に申し出ていること。 

③ 休業をする期間を明らかにしていること。 

④ 休業終了予定日とされた日の前日までに、子が死亡したこと又は子が１歳（一定の場合は１歳（一定の場合は１歳（一定の場合は１歳（一定の場合は 1111 歳６か月）歳６か月）歳６か月）歳６か月）    

    に達したこと等に達したこと等に達したこと等に達したこと等の事情が生じた日後の休業でないこと。 

⑤ 休業終了予定日とされた日までに、労働基準法第 65 条の産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな

育児休業期間が始まった日後の休業でないこと。 

⑥ 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇

用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められる休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められる休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められる休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。 

 

雇用保険法 第 19 回 講義資料 

Ｐ400 （５） 育児休業給付金の支給額 

（例）１月 15日から９月５日までの育児休業の場合 

１/１５     ２/15        ３/15      ４/15    ５/15   ７/15      ８/15   ９/５ 

 

                                          ・・・ 

 

 

 

  ① 通常の支給単位期間                 ② 休業を終了した日の属する終了した日の属する終了した日の属する終了した日の属する支給単位期間 

 休業開始前賃金日額 × 30303030    × ７（210 日分）  休業開始時賃金日額 × 22 日分 

 

                             この合計が支給日数支給日数支給日数支給日数 

育児休業給付金 ＝ 休業開始時賃金日額 × 支給日数支給日数支給日数支給日数    ××××    100100100100 分の分の分の分の 40404040（当分の間（当分の間（当分の間（当分の間 100100100100 分の分の分の分の 50505050）））） 

         休業開始時賃金日額 ×（210＋22 日分）× 100100100100 分の分の分の分の 40404040（当分の間（当分の間（当分の間（当分の間 100100100100 分の分の分の分の 50505050）））） 

（注意） 

 ① 通常の支給単位期間   

→ 支給単位期間において就業している日数が 10101010 日以下日以下日以下日以下でなければ、給付金は支給されない。 

 ② 休業を終了した日の属する終了した日の属する終了した日の属する終了した日の属する支給単位期間 

  → １日でも休業していれば、給付金は支給される。 
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【休業期間中に賃金の支払いがあった場合の育児休業給付金の金額】 

 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100100100100 分の分の分の分の 40404040（当分の間（当分の間（当分の間（当分の間 100100100100 分の分の分の分の 50505050））））    

① 全額支給                 ② 一部減額            ③ 支給されない場合 

（100 分の 30 以下）        （100 分の 30 超 100 分の 80 未満）     （100100100100 分の分の分の分の 80808080 以上以上以上以上） 

                                    減額支給 

 

100 分の 80 

 

                50％（全額支給）          

100 分の 30 

（当分の間） 

 

 

 

Ｐ402 １．介護休業給付金    

支給額 … 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100100100100 分の分の分の分の 40404040（原則） 

    休業するまでの賃金      介護休業開始介護休業開始介護休業開始介護休業開始 

   （休業開始時賃金日額） 

              100100100100 分の分の分の分の 80808080    

                  未満未満未満未満    

 

                          休業中（賃金がない又はわずかな賃金） 

 

                                                 ３ヵ月を経過した日（原則） 

【雇用継続給付の申請期限】 

 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金 育児休業給付金 介護休業給付金 

申 請 書 の

提出期限 

支給対象月の初日から起算

して４箇月以内４箇月以内４箇月以内４箇月以内    

    

再就職後の支給対象

月の初日から起算し

て４箇月以内４箇月以内４箇月以内４箇月以内 

支給単位期間の

初日から起算して

４箇月４箇月４箇月４箇月を経過する

日の 属する 月の月の月の月の

末日末日末日末日    

    

対象家族を介護す

るための休業を終

了した以後の日に

おいて雇用されて

いる場合に､当該休

業を終了した日の終了した日の終了した日の終了した日の

翌日翌日翌日翌日から起算して２２２２

箇月箇月箇月箇月を経過する日

の属する月の末日月の末日月の末日月の末日 

※ 申請者は原則として被保険者原則として被保険者原則として被保険者原則として被保険者（事業主事業主事業主事業主は、労使協定を締結した労使協定を締結した労使協定を締結した労使協定を締結した場合、被保険者に代わって申請書の提

出をすることができる。） 

介護休業給付金介護休業給付金介護休業給付金介護休業給付金    

賃

金 

給

付 
 

 

賃金 

給付  

 

 

賃金 

だけ 


